
　

ご
家
族
が
就
職
・
結
婚
な
ど
に
よ
り
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
や
、
転
居
や

転
勤
な
ど
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
所
属
会
社

の
ご
担
当
者
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
（
任
意
継
続
被
保
険
者
の
方
は
直
接
健
保
組
合
へ

ご
提
出
く
だ
さ
い
）

　

被
扶
養
者
異
動
届
に
、
保
険
証(

該
当
す
る
被
扶
養
者
の
保
険
証
の
み)
を
添
え
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
お
子
さ
ん
が
就
職
し
て
、
勤
め
先
の
健
保
組
合
等
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き

・
奥
さ
ま
の
収
入
が
被
扶
養
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
基
準
額
を
超
え
た
と
き

・
ご
両
親
や
ご
家
族
と
の
同
居
関
係
や
生
計
維
持
関
係
が
変
わ
り
、
被
扶
養
者
と
し

て
認
め
ら
れ
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き

・
お
子
さ
ん
が
結
婚
し
て
パ
ー
ト
ナ
ー
の
被
扶
養
者
と
な
っ
た
と
き

・
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
が
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
た
と
き

・
離
婚
し
た
と
き

・
死
亡
し
た
と
き

＊
ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
健
保
組
合
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い

公告第209号　
新年度の健康保険料率及び介護保険料率について
健康保険料率は1,000分の98、介護保険料率は1,000分の14と

し、昨年度からの変更はありません。
平成30年3月1日（平成30年3月分保険料、ただし任意継続被保

険者については平成30年4月1日）から実施します。
１．健康保険料率

２．介護保険料率（変更なし）

公告第210号　
任意継続被保険者の
新年度保険料について
　健康保険組合の任意継続被保険者にかか
る標準報酬等を下記の通り公告します。
　平成30年度の任意継続被保険者の標準報
酬月額は340,000円で、昨年度からの変更は
ありません。
　保険料は以下のとおりです。
●保険料

　上記標準報酬月額は退職時の標準報酬月
額と当組合の平均標準報酬月額（上記金額）
を比べ、いずれか低い方の額を適用します。
（適用期間　平成30年4月1日～平成31年3月
31日）

公 告

標準報酬月額 340,000円（第24等級）

健康保険料月額 340,000円 ×98/1,000 ＝33,320円

介護保険料月額 340,000円 ×14/1,000 ＝4,760円
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事業概要
（平成 30 年 2 月末現在）

被保険者数
 男 1,982 人
 女 1,175 人
 計 3,157 人

平均標準報酬月額事業所数

9 事業所

被扶養者数
1,312 人

１人当たり扶養率
0.42 人

介護保険第２号被保険者数

 　 994 人
　男  371,908 円
　女  268,551 円
平均 333,440 円

変更前 変更後

被保険者
一般保険料率  48.355/1,000 一般保険料率  48.350/1,000
調整保険料率   0.645/1,000 調整保険料率   0.650/1,000

合計  49.000/1,000 合計  49.000/1,000

事業主
一般保険料率  48.355/1,000 一般保険料率  48.350/1,000
調整保険料率   0.645/1,000 調整保険料率   0.650/1,000

合計  49.000/1,000 合計  49.000/1,000

合計
一般保険料率  96.710/1,000 一般保険料率  96.700/1,000
調整保険料率   1.290/1,000 調整保険料率   1.300/1,000

合計  98.000/1,000 合計  98.000/1,000

介護保険料率
被保険者 7.000/1,000
事 業 主 7.000/1,000
合    計 14.000/1,000

被
扶
養
者
か
ら
は
ず
れ
る
場
合
は

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

✿
被
扶
養
者
を
は
ず
れ
る
と
き
の
届
出

✿
こ
ん
な
場
合
、被
扶
養
者
か
ら
は
ず
れ
ま
す


